
第２０回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

平成２３年９月５日 資料１平成２３年９月５日 資料１

前回（７月２６日）会合で前回（７月２６日）会合で
指摘のあった事項について指摘のあった事項について
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前回会合の指摘事項前回会合の指摘事項

１．患者調査による精神病床における認知症入患者調査による精神病床における認知症入
院患者数の推移の分析

２．介護サービスの整備について
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１ 患者調査による精神病床におけ１． 患者調査による精神病床におけ
る認知症患者数の推移の分析る認知症患者数の推移の分析

3

認知症を主傷病とする入院患者の推移(精神病床)

平成８～平成１７年までは増加傾向であったが 平成１７年から平成２０年では 血管性及び詳細不明の認知症の
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平成８～平成１７年までは増加傾向であったが、平成１７年から平成２０年では、血管性及び詳細不明の認知症の
数が減少し、合計数も減少している。
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アルツハイマー病 血管性及び詳細不明の認知症※各年の患者調査

5.15万人
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在院期間別 推計入院患者数の年次推移

入院期間別の入院患者数でみると、アルツハイマー型認知症は、１年未満が半数、１年以上５年未満が約４割、５
年以上が約１割で 各入院期間とも増加傾向にあり 血管性認知症は ５年以上が約２割で１年未満と１年以上５年

アルツハイマー型認知症 血管性及び詳細不明の認知症

年以上が約１割で、各入院期間とも増加傾向にあり、血管性認知症は、５年以上が約２割で１年未満と１年以上５年
未満が約４割となっているが、平成１７年から２０年で、 １年以上５年未満の減少幅が比較的大きくなっている。
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各年患者調査
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各年６月の在院患者数の推移（年齢階級別）

年齢階級別の在院患者数でみると、アルツハイマー型認知症は、６５歳以上７５歳未満で横ばい、７５歳以上で増加
しており、血管性認知症患者は、各年齢階級で減少傾向となっている。

アルツハイマー型認知症 血管性認知症

しており、血管性認知症患者は、各年齢階級で減少傾向となっている。
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各年６月１ヶ月間の新たな入院患者数の推移（年齢階級別）

年齢階級別の新たな入院患者でみると、アルツハイマー型認知症は、６５歳以上７５歳未満では横ばい、７５歳以上
で増加しており、血管性認知症患者は、６５歳以上で減少傾向となっている。
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で増加しており、血管性認知症患者は、６５歳以上で減少傾向となっている。
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各年６月１ヶ月間の退院患者数の推移（年齢階級別）

年齢階級別の退院患者数でみると、アルツハイマー型認知症は、７５歳以上で増加傾向、血管性認知症患者は、６
５歳以上で減少傾向であったが 平成１９年から平成２０年でやや増加している
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在院期間別 精神病床における１ヶ月間の推計退院患者数

在院期間別の退院患者数でみると、アルツハイマー型認知症は、１年未満が８割以上で、平成１７年から２０年で
は １年未満の割合がやや増加 血管性及び詳細不明の認知症は １年未満が８割未満で ほぼ横ばい

アルツハイマー型認知症 血管性及び詳細不明の認知症

は、１年未満の割合がやや増加。血管性及び詳細不明の認知症は、１年未満が８割未満で、ほぼ横ばい。
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各年患者調査
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退院後の行き先別 精神病床における１ヶ月間の推計退院患者数

退院後の行き先別の退院患者数でみると、アルツハイマー型認知症は、家庭が約３割、医療機関及び施設が約５
割でやや増加傾向 血管性及び詳細不明の認知症は 家庭が約３割 医療機関及び施設が約５割となっており 平

アルツハイマー型認知症 血管性及び詳細不明の認知症

割でやや増加傾向。血管性及び詳細不明の認知症は、家庭が約３割、医療機関及び施設が約５割となっており、平
成１７年から平成２０年でやや減少。
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介護サービス別受給者数年次推移
介護サービスの受給者数はＨ１４年からＨ１７年、Ｈ１７年からＨ２０年にそれぞれ約２０％増加し、Ｈ
１４年からＨ２０年には約４０％増加している 介護サービスの受給者数の増加が 精神病床に入院１４年からＨ２０年には約４０％増加している。介護サ ビスの受給者数の増加が、精神病床に入院
する認知症入院患者数（Ｈ１４年：４．４２万人、Ｈ１７年：５．２１万人、Ｈ２０年：５．１５万人）に影響を
与えているのか、両者を比較し評価することは難しい。なお、Ｈ１８年の介護保険法改正で小規模多
機能型居宅介護等が創設された。
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２．介護サービスの整備について
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高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供され
る「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進める

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要

る「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進める。

1 医療と介護の連携の強化等
① 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援（地域包括ケア）を推進。

② 日常生活圏域ごとに地域ニ ズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定② 日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
③ 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスを創設。

④ 保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。
⑤ 介護療養病床の廃止期限（平成24年３月末）を猶予。（新たな指定は行わない。）

２ 介護人材の確保とサービスの質の向上２ 介護人材の確保とサ ビスの質の向上
① 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
② 介護福祉士の資格取得方法の見直し（平成24年４月実施予定）を延期。
③ 介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加。
④ 公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施。

３ 高齢者の住まいの整備等
○ 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。
※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進（高齢者住まい法の改正）

４ 認知症対策の推進
① 市 後見 育成 び活 など 市 村 お る高齢者 権利擁護を推進① 市民後見人の育成及び活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進。
② 市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。

５ 保険者による主体的な取組の推進
① 介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。
② 地域密着型サ ビスについて 公募 選考による指定を可能とする② 地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。

６ 保険料の上昇の緩和
○ 各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。

【施行日】
１⑤、２②については公布日施行。その他は平成２４年４月１日施行。
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地域包括ケアシステムについて

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への

【 域包括 視点 組 】

包括的な支援（地域包括ケア）を推進

【地域包括ケアの５つの視点による取組み】
地域包括ケアを実現するためには、次の５つの視点での取組みが包括的（利用者のニーズに応じた①～⑤の

適切な組み合わせによるサービス提供）、継続的（入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）に
行われることが必須。

①医療との連携強化
・２４時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化
・介護職員によるたんの吸引などの医療行為の実施

②介護サービスの充実強化②介護サ ビスの充実強化
・特養などの介護拠点の緊急整備（平成２１年度補正予算：３年間で１６万人分確保）
・２４時間対応の定期巡回･随時対応サービスの創設など在宅サービスの強化

③予防の推進
・できる限り要介護状態とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進できる限り要介護状態とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進

④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
・一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援（見守り、配食などの生活
支援や財産管理などの権利擁護サービス）サービスを推進

⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備（国交省と連携）⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備（国交省と連携）
・一定の基準を満たした有料老人ホームと高専賃を、サービス付高齢者住宅として高齢者住まい法に位置づけ

※ 「地域包括ケアシステム」は、ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健
康を確保するために 医療や介護 予防のみならず 福祉サ ビスを含めた様々な生活支援サ ビスが日常
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康を確保するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常
生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体制と定義する。その際、地域包括ケア圏域に
ついては、「おおむね30分以内に駆けつけられる圏域」を理想的な圏域として定義し、具体的には、中学校区を
基本とする。（「地域包括ケア研究会報告書」より）


